
○地域包括支援センターってなに？ 

高齢の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う、地域での生活を総合的に支援するため、広島市が社

会福祉法人や医療法人などに委託して、設置運営してい

ます。 

地域包括支援センターでは、専門の職員（保健師、社

会福祉士、主任ケアマネジャー等）が、介護予防の支援

をはじめ、保健・福祉などさまざまな相談に応じます。 

 

 

 

2 保健・福祉全般に関する相談 

高齢者やその家族の皆さんなどから、健康の不安

や介護の悩みなど保健や福祉、生活に関するさまざ

まな相談を受けます。 

（例えば、「一人暮らしが不安だ」「親の介護をど

のようにしたら良いか分からない」など） 

3 権利擁護、虐待の早期発見・防止 

 高齢者が地域で安心して暮らせるよう、高齢者の人

権を守ります。 

 高齢者虐待の早期発見と防止、「成年後見制度」の

普及や手続きの支援、消費者被害に対する相談などに

対し、関係機関と連携して対応します。 

（例えば、「財産管理が心配になった」「悪質な訪問販

売の被害にあった」など） 
 

4 包括的・継続的ケアマネジメント 

 地域の多様な社会資源を活用した介護支援体制が構

築できるよう、ケアマネジャーの支援や関係機関とのネ

ットワークづくりを行います。 

【担当中学校区 いきいきサロン 一覧表】 

※裏面の地図の番号で所在を確認していただけます。 

  サロン名 集会所名 集会所住所 

①  夢かるが語ろう会 芸備線狩留家駅舎 狩留家町 2345  

②  
湯坂ふれあい 

いきいきサロン 
湯坂集会所 狩留家町 5943 

③  よがんす会 狩留家集会所 狩留家町 3144-4 

④  
畑・越原ふれあい 

いきいきサロン 
畑・越原集会所 上深川町 

⑤  
友光ふれあい 

いきいきサロン 
友光集会所 上深川町 

⑥  
庄原ふれあい 

いきいきサロン 
庄原集会所 上深川町 235-2 

⑦  
ゴー（郷）ふれあい 

いきいきサロン 
小河原・上深川集会所 小河原町 160-1 

⑧  ほっとカフェ 小河原・上深川集会所 小河原町 160-1 

⑨  麻下いきいきサロン 麻下集会所 小河原町 928 

⑩  氏之原いきいきサロン 氏之原集会所 小河原町 1116-6 

⑪  
うぐいすヶ丘 

いきいきサロン 

うぐいすヶ丘団地集会

所 
小河原町 61-18 

⑫  あんびん 奥迫集会所 
深川八丁目 23-

15 

⑬  みつば会 高陽公民館 
深川五丁目 13-

12 

⑭  みささの会 深川集会所 深川一丁目 5-11 

⑮  倉和会女性部 倉掛学区集会所 倉掛二丁目 2-2 

⑯  にこにこサロン倉掛 倉掛公民館 倉掛一丁目 12-1 

⑰  きららサロン 
倉掛公民館 

諸木会館 

倉掛一丁目 12-1 

落合南八丁目

27-2 

⑱  諸光宝寿会 諸木会館 
落合南八丁目

27-2 

⑲  亀崎いきいきサロン 亀崎学区集会所 亀崎三丁目 6-18 

⑳  
真亀一丁目ふれあい 

いきいきサロン 
真亀一丁目集会所 真亀一丁目 10-1 

㉑ 真亀いきいきサロン 恵下山集会所 真亀三丁目 17 

㉒ 福寿会（一人暮らし） 真亀集会所 真亀三丁目 4-1 

㉓ 金平いきいきサロン 金平東集会所 落合三丁目 8-33 

㉔ 
いきいきサロン 

ハナミズキ 
金平東集会所 落合三丁目 8-33 

㉕ コスモス 金平東集会所 落合三丁目 8-33 

㉖ 
いきいきサロン 

落合東グランドゴルフ 

中山公園 

Ｂ－Ａ集会所 
落合四丁目 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高陽・亀崎・落合地区にお住まいの高齢者やご家族等

を対象に、保健や福祉に関する相談を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「介護が大変で悩んでいる」とい

う方は、お気軽にご相談ください。 
 

※高齢者を対象としたいきいきサロンを記載しております。 

※集会所の住所については、わかるものを掲載しております。 

※連絡先などは個人情報保護の観点から掲載しておりません。 

詳細はいきいきサロン役員さんへ問い合わせをお願いします。 
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〇地域包括支援センターの役割 

1 介護予防の相談・サービス利用調整 

いつまでも自立した生活を送っていただくため

に、地域の高齢者を対象とした健康づくりや介護予

防に関する活動などの情報を提供します。 

 また、健康診断などで「介護予防事業の参加が望ま

しい」と判定された方へ、転倒予防教室等各種教室を

必要に応じてご案内をさせて頂いたり、要介護認定で

「要支援１・２」に認定された方に、介護予防ケアプ

ランを作り、介護予防サービスの利用を支援します。 

 

広島市高陽・亀崎・落合 

地域包括支援センター 

〒739－1742 

広島市安佐北区亀崎一丁目1-6 

フジグラン高陽 2階 
ＴＥＬ（０８２）８４１－５５３３ 

ＦＡＸ（０８２）８４５－８８１１ 

（営業時間）月～土曜日 ８：３０～１７：１５ 

（窓口は ９：００～１７：１５） 

日・祝・年末年始 休み 
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